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平成27年の司法処分状況 

～ 前年比6％増となる労働関係法令違反を送致 ～ 

 

愛知労働局（局長  藤澤勝博）は、平成27年（1～12月）の司法処分の状況（愛知労働局

及び管下14の労働基準監督署が労働基準法、労働安全衛生法等の違反被疑事件として検察庁

へ送検したもの）を以下のとおり取りまとめました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準監督機関では、労働基準法、労働安全衛生法等の法令に基づき、事業場に対する

賃金の支払等一般労働条件の履行確保や労働災害・健康障害防止等のための行政指導を行っ

ていますが、重大・悪質な法令違反に対しては、司法警察権限を行使して捜査を行い、検察

庁へ送検（いわゆる「司法処分」）しています。今般、愛知労働局における平成27年の司法

処分状況を取りまとめたものです。  

 

※ 労働基準法第102条  

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務

を行う。（最低賃金法、労働安全衛生法等にも同旨の規定がある。） 
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○司法処分件数         71件（対前年比  ＋4件  6％増） 

○法令別件数 

労働基準法等違反     32件（対前年比  ＋5件） 

労働安全衛生法違反   39件（対前年比 ▲1件） 

 

昨年の司法処分は前年比 4件（6％）増加した。製造業や建設業で死亡災害な

ど重篤な労災事故に伴う労働安全衛生法違反はほぼ横ばいだが、外国人技能実習

生を使用する事業所への監督指導を強化し、これらの監督指導を端緒にした労働

基準法違反の事件が大幅に増加した。 

 



 
 

 

１ 概要 

（１）司法処分件数 

平成27年の司法処分件数は71件で、前年の67件から4件、6％増加した。  

 

 

（２）業種別件数  

業種別では、建設業が最も多く24件で、次いで製造業が17件となっている。 

 

 平成25年 平成26年 平成27年 

製造業 19 18 17 

建設業 17 23 24 

運輸・交通業 4 2 2 

商業 4 4 6 

接客娯楽業 8 6 3 

清掃・と畜業 1 3 5 

その他 11 11 14 

総件数 64 67 71 

 

（３）法令別件数  

 法令別の司法処分件数は、労働基準法及び最低賃金法違反に係る事件（以下「労働
基準法等違反事件」という。）が32件、労働安全衛生法違反事件が39件である。 

  前年と比較して労働基準法等違反事件の件数は5件増加したが、労働安全衛生法違
反事件は１件減少した。 

 労働基準法等違反事件を内容別に見ると、「定期賃金の不払」が17件と5割を占め
ている。「その他」の中には、18歳未満の年少者に危険有害業務に従事させていた

事件や、15歳未満の児童を使用していた事件が含まれている。 

 労働安全衛生法違反事件の内容別では、「機械等危険防止」が14件、「墜落等危険
防止」が12件、「労災かくし」が6件等となっている。  
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  平成25年 平成26年 平成27年 

労

働

基

準

法

等

違

反 

定期賃金の不払 

（労働基準法第24条、最低賃金法第4条） 
21 21 17 

労働時間・休日の確保 

（労働基準法第32条・第35条・第40条） 
4 5 4 

賃金不払残業（サービス残業） 

（労働基準法第37条） 
3 1 6 

その他 7 0 5 

計 35 27 32 

労

働

安

全

衛

生

法

違

反 

作業主任者の選任等 

（労働安全衛生法第14条） 
2 1 1 

機械等危険防止 

（労働安全衛生法第20条） 
10 17 14 

墜落等危険防止 

（労働安全衛生法第21条・第31条） 
7 12 12 

就業制限 

（労働安全衛生法第61条） 
1 2 3 

労災かくし 

（労働安全衛生法第100条） 
6 6 6 

その他 3 2 3 

計 29 40 39 

 

 

（４）端緒別件数  

捜査を開始する端緒は、労働基準法等違反事件では32件中、9件が告訴・告発による

ものである。労働安全衛生法違反事件では、死亡災害等の重大な労働災害を端緒とする

ものが39件中32件にのぼる。司法処分件数全体では、告訴・告発を端緒とするものは10

件（14％）である。 

  

 平成25年 平成26年 平成27年 

 
労働基

準法等 

労働安全

衛生法 
合計 

労働基

準法等 

労働安全

衛生法 
合計 

労働基

準法等 

労働安全

衛生法 
合計 

告訴・告発 8 0 8 5 0 5 9 １ 10 

告訴・告発 

以外 
27 15 42 21 6 27 21 6 27 

死亡等の重大

な労働災害 
0 14 14 1 34 35 2 32 34 

総件数 35 29 64 27 40 67 32 39 71 



 
 

 

 

２ 特徴 

平成27年は、前年（平成26年）と比較して、法令別で労働安全衛生法違反事件がほぼ横

ばいであるのに対し、労働基準法等違反事件が増加した。 

外国人技能実習生に対する人権侵害が疑われる悪質な事業者に対して、厳正な対応で臨

んだ結果、当該実習生を対象とした賃金不払い残業等の事件が7件を占めることとなり、

実習実施事業場のみならず監理団体等も含めた労働基準法等違反事件が増加することと

なった。 

 

３ 今後の方針  

労働基準監督機関の使命は、労働基準関係法令の履行確保を図ることにある。このため、

法違反の是正を行わない事業場や、法違反が原因で重大な労働災害を発生させた事業場等

に対しては、引き続き司法警察権限を積極的に行使するとともに、厳正に対処することと

している。 



 
 

 

平成２７年の司法処分事例  

 

Ⅰ  労働基準法等違反事件の事例  

 

定期賃金の不払  

名古屋市内に本店を置き、社会福祉施設を営む事業者が、経営状況の悪化を原因として賃金不払を

発生させ、労働者計２８名に対する２か月分賃金合計約５９０万円の不払について立件したもの。  

（最低賃金法第４条違反）  

※ 最低賃金法第４条第１項  

「使用者は、… 労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」  

※ 最低賃金は都道府県ごとに定められています。  

（現在の愛知県最低賃金額 １時間８２０円）  

※ 雇用契約で定めた賃金を支払わない場合は労働基準法第２４条違反にもなりますが、特別法

に当たる最低賃金法違反として処理されます。  

 

長時間労働  

豊橋市内に本店を置き、一般貨物自動車運送業を営む事業者が、労働基準法第３６条で定める時間

外労働等に関する労使協定（以下「３６協定」という。）なく、休憩時間を除き、法定労働時間の８

時間を超えて、１日について１５時間の労働をさせていたもの。同社に使用されるトラック運転者の

運転するトラックが、三重県内の国道においてガードレールにぶつかり横転する事故が発生し、同ト

ラック運転者が死亡したもの。 

（労働基準法第３２条違反）  

※ 労働基準法第３２条 第１項、２項 

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について４０時間・・・１週間の各日については・・・

１日について８時間を超えて、労働させてはならない。」 

 

長時間労働及び割増賃金の不払  

 名古屋市内に本店を置き、プラスチック用品の製造販売を営む事業者が、外国人技能実習生４名に

対し、３６協定で定めた１日及び１箇月の限度時間を超えて、１日につき最長１０時間３０分、１箇

月につき最長１６１時間３０分の時間外労働を行わせ、かつ 

 時間外労働等に対する割増賃金について、時間外実績を３６協定で定めた限度時間内に収まるよう

に改ざんすることで、４箇月分の割増賃金総額約６２万円を不払いにしたもの。 

  

 小牧市内に本店を置き、プラスチックの成形加工等の業務を営む事業者が、外国人技能実習生４名

に対し、３６協定で定めた１日及び１箇月の限度時間を超えて、１日につき最長６時間３０分、１箇

月につき最長１３３時間３０分の時間外労働を行わせ、かつ 

 時間外労働等に対する割増賃金について、時間外実績を３６協定で定めた限度時間内に収まるよう

に改ざんすることで、３箇月分の割増賃金総額約４９万円を不払いにしたもの。 

   

※ 労働基準法第３７条第１項 

 「使用者が・・・前条（第３６条）第１項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた



 
 

 

場合においては・・・通常の労働時間・・・の賃金の計算額の２割５分以上５割以下の範囲内で・・・

政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。・・・」 

                              

年少者の危険業務 

 岐阜県瑞穂市内の足場組立業を営む個人事業主が、名古屋市内の橋の補修工事現場において、満１

７歳の労働者に、高さ５メートル以上のつり足場上の危険業務に就かせたもの。 

                                 （労働基準法第６２条違反） 

 ※ 労働基準法第６２条第１項 

 「使用者は、満１８歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除…

その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ・・・てはならない。」 

 

Ⅱ  労働安全衛生法違反事件の事例  

 

機械等危険防止  

丹羽郡内に本店を置き、土木建設を営む事業者が、道路新設工事現場において、同事業者の労働者

が機械（コンクリートミキサー）の清掃作業を行わせるにあたり、他の者が誤って起動装置を入れる

等によって清掃作業を行う者が機械に巻き込まれる等の危険があるときは、機械の起動装置に表示板

を取り付ける等、同作業に従事する労働者以外の者が同機械を運転することを防止するための措置を

行わなければならないのに行わなかったもの。 同労働者が機械の清掃作業を行っていたところ、停

止していた同機械が作動し、撹拌羽根に巻き込まれ、重傷を負ったもの。 

(労働安全衛生法第２０条、労働安全衛生規則第１０７条違反）  

 

※ 労働安全衛生法第２０条  

「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  

１ 機械、器具その他の設備・・・による危険  

２ 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険  

３ 電気、熱その他のエネルギーによる危険」  

※ 労働安全衛生規則第１０７条  

第１項 

「事業者は、機械のそうじ・・・の作業を行なう場合において、労働者に危険を及ぼすおそれの

あるときは、機械の運転を停止しなければならない。・・・」 

第２項 

「事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、

当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械

を運転することを防止するための措置を講じなければならない。」   

 

就業制限違反  

西尾市内に本店を置き、土石販売等を営む事業者が、採石場で自社で使用する労働者にフォークリ

フトを使用してゴミの片付け作業を行わせるにあたり、フォークリフト技能講習修了その他厚生労働

省令で定める資格を有していないにもかかわらず、外国人技能実習生にその運転の業務に就かせたも

の。フォークリフトは横転し、同フォークリフトのヘッドガードと地面の間に外国人技能実習生が挟



 
 

 

まれて死亡する災害が発生したもの。 

 

(労働安全衛生法第６１条違反）  

  ※ 労働安全衛生法第６１条第１項  

「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては・・・厚生労働省令

で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」  

 

労災かくし  

刈谷市内に本店を置き、金属部品加工業を営む事業者が、自社で使用する労働者がＮＣ旋盤での作

業中に機械に右腕を挟まれ、３週間の休業を要する傷害を負ったにもかかわらず、この労働災害を隠

蔽するため、所轄の労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告を提出しなかったもの。 

 (労働安全衛生法第１００条、労働安全衛生規則第９７条違反）  

 

※ 労働安全衛生法第１００条 第１項 

「…労働基準監督署長は、…事業者…に対し、…報告させ・・・ることができる。」 

※ 労働安全衛生規則第９７条第１項 

「事業者は、労働者が労働災害…により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、・・・報告書

を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」  

 

 

 

 

 

 


